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 山武市で活動している市民活動団体の情報を「市民活動団体名簿」に登録していただくことに
より、それらを幅広く周知することで、市民や地域、各団体の課題解決や、市内外の団体や企業、
行政などとの新たな連携・協働のきっかけを作り、活動のさらなる発展を目的としています。 
 

登録方法については 
裏面を check 



・市内に事務所を有する又は市内で活動を行っている市民活動団体であること。 
・構成員が２人以上であること。 
・団体の運営及び活動を市民活動団体の自発性によって行っていること。 
・定期的な活動の実績又はその見込みがあること。 
・特定の個人又は団体のためではなく、不特定かつ多数のものの利益に資する 

ための活動を行っていること。 
・次のいずれにも該当しない団体であること。 
ア 営利を目的とする活動を行う団体 
イ 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする団体 
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体 
エ 山武市暴力団排除条例（平成 24 年条例第１号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員等の統制下にある団体 
オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条第１項及び第８条第１項

に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体 
カ 真偽が定かでない事柄の偏向的又は排他的な主張が含まれる活動を行う団体 

 

随時募集中 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録の要件は？ 

「山武市市民活動団体登録届」に必要事項をご記入のうえ、市民自治支援課までご提出ください。 
登録届は、山武市役所市民自治支援課で配布しています。また、下記 URL よりダウンロードすることもできます。 
随時受付による登録となりますので、名簿登載まで若干のお時間をいただきます。 
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登録すると、どうなるの？ 

 

 特定非営利活動法人又は 

ボランティア団体等の任意団体

であり、市民の自発性に基づき、

様々な分野で自立的・継続的に 

社会貢献活動を行う営利を目的 

 としない団体です！ 

登録の手続き 

・メールアドレスを登録された団体については、市民活動に係る各種セミナー、
講習会及び市外市民活動団体の活動情報等が随時提供されます。 

・市民自治支援課備え付けの情報交換ボックス（各団体個別の文書棚）を活用 
 することができます。※利用者多数の場合、抽選の可能性もあります。 
 （例:市からの情報入手、団体間の紙媒体による情報交換等） 
・市民活動団体として公表することにより、団体として PR を行うことができ、

市内各団体とのネットワークが広がります。 
・山武市のホームページに、イベント参加者募集などの情報を掲載できます。 
・「さんむ市民活動★掲示板」（山武市役所本庁舎２階、さんぶの森交流センター 
 あららぎ館の２か所に設置）にチラシを掲示することができます。 
・あららぎ館の一部施設について、使用料の減免措置が受けられます。 

※市民活動団体とは… 


